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「うべ産業共創イノベーションセンター 志」運営業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領

 

１ 趣旨 

この実施要領は、「うべ産業共創イノベーションセンター 志」運営業務委託（以下「本業務」と

いう。）の受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により、選定

するために必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務の名称 

   「うべ産業共創イノベーションセンター 志」運営業務委託 

⑵ 業務内容 

   「うべ産業共創イノベーションセンター 志」運営業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）の

とおり 

⑶ 業務期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月 31 日まで（３年間） 

⑷ 提案上限額 

   令和７年度：34,700,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

   （参考）令和 8 年度、令和９年度とも 34,700,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※令和７年度予算については、現在編成中であり、実際の契約額は、市議会の議決後の予算の

範囲内において、受託候補者の提案内容等を参考に改めて見積りを徴した上で、決定するも

のとする。 

    

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

⑴ 本業務を確実に遂行するための実施体制を構築できること。 

⑵ 法人等の団体であること。 

※複数の団体が共同して応募する場合は、その中で代表団体を定め、共同事業体構成書【様式

第 6 号】及び共同事業体連絡先一覧【様式第 7 号】を提出すること。（応募に関する責任、

本業務に関して生じた責任は構成団体が連帯責任を負うことになります。） 

※応募団体の構成員は、他の応募団体の構成員になることはできません。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 2 項（同項を準用する場合                   

を含む。）の規定により、競争入札の参加を制限されていないこと。 

⑷ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 92 条の 2（議員の兼職禁止）、第 142 条（⾧の兼業

禁止）（同条を準用する場合を含む。）又は第 180 条の 5 第 6 項（委員の兼業禁止）の規定に

抵触しないこと。 

⑸ 公募開始の日から契約締結日までの間において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基
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づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始

の申立てを行っている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）で

ないこと。 

⑹ 市税（宇部市）、法人税並びに消費税及び地方消費税について滞納していないこと。 

⑺ 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団及び、同条第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれら

の利益となる活動を行うものでないこと。 

⑻ 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

 

４ 実施スケジュール 

 項目 日程 備考 

プロポーザル公募開始 令和 6 年 12 月 6 日（金） 市ウェブサイトに掲載 

公募に関する質問受付期限 令和 6 年 12 月 13 日（金）17 時まで 電子メールで受付 

質問及び回答の公表 令和 6 年 12 月 18 日（水） 市ウェブサイトに掲載 

参加申込書の提出 令和 6 年 12 月 20 日（金）17 時まで 必着（郵送又は持参） 

参加資格確認結果の通知 

プレゼンテーションの案内 

令和 6 年 12 月下旬 応募者に別途通知 

参加に係る必要書類の提出 令和 7 年 1 月 10 日（金）17 時まで 必着（郵送又は持参） 

プレゼンテーション 令和 7 年 1 月下旬以降 応募者に別途通知 

審査結果の通知発送 

契約締結 

 

５ 公募に関する質問の受付  

⑴ 提出期限 令和 6 年 12 月 13 日（金）17 時必着とする。 

⑵ 提出方法 質問書（様式第８号）を電子メールで提出すること。 

         ※送信後に確認のため「12 担当部署」に電話で連絡すること。 

⑶ 回答方法 質問に対する回答は、令和 6 年１2 月 18 日（水）までに、提出された全ての質問

とその回答をまとめて、本市ウェブサイトに掲載する。なお、質問した事業者名は

公表しない。 

 

６ 参加申込書の提出 

  「３ 参加資格」要件を満たし、本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり必要書類を提出

すること。 

⑴ 提出期限 令和 6 年 12 月 20 日（金）17 時必着とする。 

⑵ 提出方法 郵送又は持参 

            ※郵送の場合は、提出後に確認のため「12 担当部署」に電話で連絡すること。 

       ※持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 
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⑶ 提出先  「12 担当部署」に提出のこと。 

⑷ 提出部数 各１部 

⑸ 提出書類 

ア 参加申込書【様式第１号】 

イ 事業者概要等整理表【様式第２号】 

   ※共同事業体にあっては、構成員すべてのものを提出すること。 

ウ 宇部市入札参加資格（物品・業務委託等）の登録がない者は以下の書類 

   ※共同事業体にあっては、構成員すべてのものを提出すること。 

（ア） 登記記載事項証明書（法人）（発行から３か月以内のもの） 

（イ） 賃借対照表・損益計算書（直前期 1 事業年度分）の写し 

（ウ） 法人税並びに消費税及び地方消費税についての未納がないことの証明書（国税通則法施 

行規則別紙第９号様式「その３の３」、発行から３か月以内のもの） 

（エ） 市税（宇部市）に滞納がないことの証明書（発行から３か月以内のもの、市内に営業所 

等がなく、市税の納税義務がない者については添付不要。） 

  エ 複数の団体が共同して応募する場合      

（ア） 共同事業体構成書【様式第 6 号】 

（イ） 共同事業体連絡先一覧【様式第 7 号】 

 

７ 参加に係る必要書類の提出 

参加者は、次のとおり必要書類を提出すること。なお、あらかじめ「６ 参加申込書の提出」を行

っていない者からの企画提案書の提出は受け付けない。 

⑴ 提出期限 令和 7 年 1 月 10 日（金）17 時必着とする。 

⑵ 提出方法 郵送又は持参 

        ※郵送の場合は、送付後に確認のため「12 担当部署」に電話で連絡すること。 

        ※持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

⑶ 提出先  「12 担当部署」に提出のこと。 

⑷ 提出部数  正本１部 

副本 5 部（正本のコピー。正本がカラー印刷を含む場合は、副本はカラーコピーと

すること。） 

⑸ 提出書類 種類は、次の順に並べ、１部ごとにクリップ等でまとめて提出すること。 

  ア 業務受託実績書【様式第３号】 

  イ 業務体制表【様式第４号】 

  ウ 企画提案書【様式第５号】 

  エ 見積書【任意様式】 

 

８ 参加辞退 

「参加申込書」の提出後、プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次の方法で提出する
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こと。なお、この場合、その他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

⑴ 提出書類 参加辞退届【様式第９号】 

⑵ 提出方法 電子メール、郵送又は持参 

※電子メール、郵送の場合は、送付後に確認のため「12 担当部署」に電話で連絡

すること。 

※持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

⑶ 提出先  「12 担当部署」に提出のこと。 

 

９ 選定方法 

受託候補者の選考については、本市が設置する「うべ産業共創イノベーションセンター 志」運

営業務受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、プレゼンテーション審査に

より評価を行い、採点合計により各提案者の順位を決め、第１位の者を第１受託候補者として選定

する。 

  また、参加者多数の場合は、事前に書類審査を行い、プレゼンテーション審査に付さない提案者

もある。なお、選考結果等について異議申し立ては、一切受け付けない。 

⑴ 内容 

提出した資料を用いて非公開のプレゼンテーションをオンライン（Cisco Webex を予定）で実

施する。（詳細は、別途通知） 

なお、提案者が 1 者のみの場合でもプレゼンテーション審査は実施する。 

⑵ 日時 

令和 7 年 1 月下旬（詳細は、別途通知） 

⑶ 所要時間 

①準備                ５分程度 

②プレゼンテーション 20 分程度 

③質疑応答      15 分程度 

⑷ 審査基準 

   別紙「審査基準」のとおり。 

⑸ 受託候補者の決定 

選定委員会において評価を行い、最も得点の高い提案者を第１受託候補者とし、次点の提案者

を第２受託候補者とする。なお、同点の場合は、選考委員会の委員⾧が、第１受託候補者、第

２受託候補者を決定する。 

ただし、得点が１位であっても、著しく低い審査項目がある場合は、第１受託候補者に選定し

ないことがある。 

⑹ 選定結果の通知 

  選定結果については、プレゼンテーション審査に参加した全ての提案者に対し、令和 7 年 1 月

下旬に自己の結果を文書で通知する。 

⑺ 受託候補者の公表 
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  受託候補者を特定した場合、その結果を市ウェブサイトで公表する。 

 

10 契約手続等 

⑴ 第１受託候補者と協議を行い、協議が整った時点で地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第   

２号に定める随意契約を締結する。この協議の際、提出された企画提案書の内容について、提

案内容の趣旨を変更しない範囲で一部変更する場合がある。 

⑵ 第１受託候補者と協議が整わない場合は、第２受託候補者と協議を行うものとする。 

⑶ 契約書の作成に要する経費は、受注者の負担とする。 

⑷ 契約保証金は、宇部市財務規則（昭和 44 年４月１日規則第４号）第 98 条及び第 99 条の規定 

による。 

 

11 その他の留意事項 

⑴ 本プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用は、全て参加者の負担とする。 

⑵ 市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

⑶ 企画提案書は 1 事業者につき 1 案とする。 

⑷ 提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は、原則として認めない。 

⑸ 企画提案書など、本業務のプロポーザルに係る全ての提出物は返却しない。 

⑹ 企画提案書等については、委託予定者の選定のために使用するものとし、公表しないが、情報

公開請求があった場合、宇部市情報公開条例に基づき公開することがある。 

⑺ 通信障害によって電子メール等の未着が生じた場合において、本市はいかなる責任も負わない。 

⑻ 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

  イ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

  ウ 本要領及び仕様書の条件を満たさない場合 

  エ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  オ 見積金額が不明、あるいは積算根拠が不明確な場合 

  カ プレゼンテーション審査に参加しなかった場合 

  キ 選定の公平性を害する行為があった場合 

  ク 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

12 担当部署 

  産業経済部 成⾧産業創出課 地域イノベーション推進係 

  〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号 

  ＴＥＬ 0836-34-8118 ＦＡＸ 0836-22-6013 

  メールアドレス sss@city.ube.yamaguchi.jp 
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提出書類一覧 

書類名（添付書類） 提出部数 提出期限 

参加申込書【様式第１号】 

1 部 

令和 6 年 12 月 20 日(金) 

17 時必着 

（郵送又は持参） 

事業者概要等整理表【様式第２号】 

（パンフレット等） 

※共同事業体にあっては、構成員ごとに作成･提出するこ

と 

宇部市入札参加資格(物品・業務委託等)の登録がない者 

・登記記載事項証明（法人）（発行から３か月以内のもの） 

・賃借対照表・損益計算書（直前期１事業年度分）の写し 

・法人税並びに消費税及び地方消費税についての未納がな

いことの証明書（国税通則法施行規則別紙第９号様式

「その３の３」、発行から３か月以内のもの） 

・市税(宇部市)についての未納がないことの証明書（発行

から３か月以内のもの、市税(宇部市)の納税義務がない

者は添付不要） 

※共同事業体にあっては、構成員ごとに作成・提出するこ

と 

複数の団体が共同して応募する場合 

共同事業体構成書【様式第６号】 

共同事業体連絡先一覧【様式第７号】 

業務受託実績書【様式第３号】 

（受託業務の契約書の写し） 正本１部 

副本 5 部 

(コピー) 

令和 7 年 1 月 10 日(金) 

17 時必着 

（郵送又は持参） 

業務体制表【様式第４号】 

企画提案書【様式第５号】 

見積書【任意様式】 

質問書【様式第８号】 

１部 

令和 6 年 12 月 13 日(金) 

17 時必着 

（電子メール） 

※上記書類のほか、別途添付書類が必要な場合もあるため、本要領を精読のこと。 
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別紙 審査基準 

審査項目 審査の視点 配点 

１ 業務遂行能力 （30） 

⑴ 類似業務の実績 

・提案内容を実施するにあたって、本業務と類似業務の実績
やノウハウを有しているか。 

※件数だけでなく、業務の範囲、実績の内容、成果が本業務
にふさわしいものかについても評価する。 

10 

⑵ 業務の実施体制 

・本業務に適切な経験等を持つ人材の確保、業務を適切に実
施できる人員体制が提案されているか。 

・市内に本店又は支店、営業所を有する業者との連携・協力
体制が構築可能であるか。 

15 

⑶ 業務工程等 
・適切な業務工程、役割分担及びスケジュールが具体的に提

案され、それらが実施可能であるか。 
5 

２ 企画提案内容 （65） 

⑴ 起業コミュニティに関する
業務の提案 

・仕様書「５⑵イ コミュニティに関する業務」に掲げる業
務の遂行が可能であるか。 

・仕様書に掲げる「８ 成果指標・目標数値」を達成できる取
組や工夫がなされているか。 

25 

⑵ 市内企業のDX化の推進に関
する業務の提案 

・仕様書「５⑵ウ 市内企業の DX 化の推進に関する業務」
に掲げる業務の遂行が可能であるか。 

・仕様書に掲げる「８ 成果指標・目標数値」を達成できる取
組や工夫がなされているか。 

20 

⑶ その他の業務、センターの利
用促進に関する業務の提案 

・大学等の有望な研究シーズの事業化や、DX の推進に関す
る取組に対応できる相談体制が構築可能であるか。 

・効果的に情報発信できる広報媒体、広報計画となっており、
センターの利用促進が期待できる提案がなされているか。 

10 

⑷ 創意工夫の提案 ・仕様書を上回る追加的な業務提案や独自の提案はあるか。 10 

３ 価格 （5） 

見積額 
・価格の多寡を評価の対象としない。 
・見積金額に対する提案内容の整合性、妥当性を評価。 

5 

合  計 100 

 

 


